
別表１　産業廃棄物品目コード一覧表

品目 コード 種類

00 （限定なし）

01 有害な燃え殻を除く。

02 有害な燃え殻を除く。医療系廃棄物に限る。

60 水銀含有ばいじん等を除く。

61 水銀含有ばいじん等を含む。

99 (その他)

00 （限定なし）

01 有害な汚泥を除く。

02 無機性汚泥に限る。

03 廃濾過剤に限る。

04 有害な汚泥を除く。医療系廃棄物に限る。

05 「キラ」及びその類似物に限る。

06 浸炭剤に限る。

07 廃活性炭に限る。

08 汚泥を焼却処理したものに限る。

09 ベントナイト汚泥に限る。

10 有害な汚泥に限る。

11 有害物質はトリクロロエチレン等に限る。

12
有害物質はトリクロロエチレン等に限る。クリーニ
ング業から排出されるものに限る。

13 有機性汚泥を除く。

14 含水率85%以下のものに限る。

15 脱水後の無機汚泥に限る。

50 （有害な汚泥を除く。）と廃油の混合

51 （有害な汚泥を除く。）と廃プラスチックの混合

52 廃油の混合

53 金属くずの混合

54
（有害な汚泥はトリクロロエチレン又はテトラクロロ
エチレンを含むものに限る。）と廃油の混合

55 廃乾電池に限る。

60 水銀含有ばいじん等を除く。

61 水銀含有ばいじん等を含む。

62
無機性汚泥に限る。水銀含有ばいじん等を除
く。

63
無機性汚泥に限る。水銀含有ばいじん等を含
む。

64 廃乾電池に限る。水銀含有ばいじん等を除く。

99 （その他）

燃え殻

汚泥

品目 コード 種類

廃油
00 （限定なし）

01 廃ウエスに限る。

02 タールピッチに限る。

03 有機溶剤に限る。

04 廃溶剤に限る。

05 圧延油に限る。

06 医療系廃棄物に限る。

50 廃酸の混合

51 廃アルカリの混合

52 廃プラスチックの混合

53 繊維くずの混合

54 金属くずの混合

99 （その他）

廃酸
00 （限定なし）

01 有害な廃酸を除く。

02 廃牛乳に限る。

03 排煙脱硫廃液に限る。

04 シアン化合物を含むものを除く。

05
クロム又はその化合物及び鉛又はその化合物を
含む廃酸に限る。

06 医療系廃棄物に限る。

07 銀を含むものに限る。

60 水銀含有ばいじん等を除く。

61 水銀含有ばいじん等を含む。

99 （その他）

廃アルカリ
00 （限定なし）

01 有害な廃アルカリを除く。

02 シアン化合物を含むものを除く。

03 医療系廃棄物に限る。

50 廃プラスチック類の混合

60 水銀含有ばいじん等を除く。

61 水銀含有ばいじん等を含む。

99 （その他）

品目 コード 種類

00 （限定なし）

01 発泡スチロールに限る。

02 廃タイヤに限る。

03 フィルムに限る。

04 医療系廃棄物に限る。

05 廃容器に限る。

06 農業用廃ビニールに限る。

07 廃蛍光管に限る。

08
農業用廃ビニール及び農業用廃ポリフィルムに
限る。

50 金属くずの混合

70 自動車等破砕物を除く。

71 自動車等破砕物を含む。

72 イオン交換樹脂に限る。

73
自動車等破砕物を除く。石綿含有産業廃棄物を
含む。

74
自動車等破砕物を含む。石綿含有産業廃棄を
除く。

75
自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除
く。

76
自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を含
む。

80 ペットボトル

81 特定家庭用機器再商品化法対象物に限る。

99 （その他）

紙くず
00 （限定なし）

05 廃石膏ボードに限る。

99 （その他）

木くず
00 （限定なし）

99 （その他）

繊維くず
00 （限定なし）

99 （その他）

廃プラスチック類
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別表１　産業廃棄物品目コード一覧表

品目 コード 種類

動植物性残さ
00 （限定なし）

01 植物性残さに限る。

02 ビール粕に限る。

99 （その他）

動物系
固形不要物 00 （限定なし）

ゴムくず
00 （限定なし）

01 医療系廃棄物に限る。

99 （その他）

金属くず
00 （限定なし）

01 水銀を含むものに限る。

02 医療系廃棄物に限る。

05 廃容器に限る。

06 廃乾電池に限る。

07 廃蛍光管に限る。

70 自動車等破砕物を除く。

71 自動車等破砕物を含む。

72 特定家庭用機器再商品化法対象物に限る。

99 （その他）

品目 コード 種類

00 （限定なし）

01 陶磁器くずに限る。

02 レンガくずに限る。

03 ガラスくずに限る。

04 ガラスくず（水銀を含むもの。）に限る。

05 医療系廃棄物に限る。

06 廃容器に限る。

69
ガラスウールに限る、自動車等破砕物及び石綿
含有産業廃棄物を除く。

70
自動車等破砕物を除く。石綿含有産業廃棄物を
含む。

71
自動車等破砕物を含む。石綿含有産業廃棄物
を除く。

72
自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除
く。

73
自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を含
む。

80 自動車等破砕物を除く。

81 自動車等破砕物を含む。

82 廃石膏ボードに限る。

86 廃容器に限る。

87 廃蛍光管に限る。

88 ガラスウールに限る。

89 特定家庭用機器再商品化法対象物に限る。

99 （その他）

鉱さい
00 （限定なし）

01 有害な鉱さいを除く。

02
石綿含有産業廃棄物等溶融処理生成物に限
る。

03 鋳物廃砂に限る。

99 （その他）

ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁
器くず

品目 コード 種類

がれき類
00 （限定なし）

02 コンクリート廃材に限る。

03 アスファルト廃材に限る。

04 アスベスト廃材に限る。

05 廃石膏ボード廃材に限る。

06 石綿含有産業廃棄物を含む。

07 石綿含有産業廃棄物を除く。

99 （その他）

動物のふん尿
00 （限定なし）

99 （その他）

動物の死体
00 （限定なし）

99 （その他）

ダスト類
00 （限定なし）

01 有害なダスト類を除く。

02 有害なダスト類に限る。

60 水銀含有ばいじん等を除く。

61 水銀含有ばいじん等を含む。

99 （その他）

00 （限定なし）

01 有害な13号廃棄物を除く。

02 廃イオン交換樹脂に限る。

99 （その他）

令第2条第13号廃
棄物
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別表１　産業廃棄物品目コード一覧表

品目 コード 種類

引火性廃油 00 （限定なし）

99 （その他）

腐食性廃酸 00 （限定なし）

99 （その他）

00 （限定なし）

99 （その他）

00 （限定なし）

99 （その他）

00 （限定なし）

99 （その他）

00 （限定なし）

99 （その他）

00 （限定なし）

01 水銀

02 カドミウム

03 鉛

04 6価クロム

05 砒素

23 セレン

99 （その他）

00 （限定なし）

99 （その他）

特定有害ダスト類 00 （限定なし）

01 水銀

03 カドミウム

04 鉛

05 6価クロム

06 砒素

23 セレン

55 ダイオキシン類

99 （その他）

腐食性
廃アルカリ

特定有害
廃PCB等

特定有害
廃PCB汚染物

特定有害鉱さい

特定有害廃石綿
等

感染性
産業廃棄物

品目 コード 種類

00 （限定なし）

01 水銀

02 カドミウム

03 鉛

04 有機リン

05 6価クロム

06 砒素

07 シアン

08 PCB

09 トリクロロエチレン

10 テトラクロロエチレン

11 ジクロロメタン

12 四塩化炭素

13 1,2-ジクロロエタン

14 1,1-ジクロロエチレン

15 シス-1,2-ジクロロエチレン

16 1,1,1-トリクロロエタン

17 1,1,2-トリクロロエタン

18 1,3-ジクロロプロペン

19 チウラム

20 シマジン

21 チオベンカルブ

22 ベンゼン

23 セレン

99 （その他）

特定有害廃水銀
等

00 限定なし

01 廃水銀等に限る。

02
廃水銀等を処分するために処理したものに限
る。

99 その他

特定有害
指定下水汚泥

品目 コード 種類

特定有害廃油
00 （限定なし）

01 トリクロロエチレン

02 テトラクロロエチレン

11 ジクロロメタン

12 四塩化炭素

13 1,2-ジクロロエタン

14 1,1-ジクロロエチレン

15 シス-1,2-ジクロロエチレン

16 1,1,1-トリクロロエタン

17 1,1,2-トリクロロエタン

18 1,3-ジクロロプロペン

22 ベンゼン

99 （その他）

特定有害燃え殻
00 （限定なし）

03 カドミウム

04 鉛

05 6価クロム

06 砒素

23 セレン

55 ダイオキシン類

99 （その他）
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別表１　産業廃棄物品目コード一覧表

品目 コード 種類

特定有害汚泥
00 （限定なし）

01 水銀

02 カドミウム

03 鉛

04 有機リン

05 6価クロム

06 砒素

07 シアン

08 PCB

09 トリクロロエチレン

10 テトラクロロエチレン

11 ジクロロメタン

12 四塩化炭素

13 1,2-ジクロロエタン

14 1,1-ジクロロエチレン

15 シス-1,2-ジクロロエチレン

16 1,1,1-トリクロロエタン

17 1,1,2-トリクロロエタン

18 1,3-ジクロロプロペン

19 チウラム

20 シマジン

21 チオベンカルブ

22 ベンゼン

23 セレン

55 ダイオキシン類

99 （その他）

品目 コード 種類

特定有害廃酸
00 （限定なし）

01 水銀

02 カドミウム

03 鉛

04 有機リン

05 6価クロム

06 砒素

07 シアン

08 PCB

09 トリクロロエチレン

10 テトラクロロエチレン

11 ジクロロメタン

12 四塩化炭素

13 1,2-ジクロロエタン

14 1,1-ジクロロエチレン

15 シス-1,2-ジクロロエチレン

16 1,1,1-トリクロロエタン

17 1,1,2-トリクロロエタン

18 1,3-ジクロロプロペン

19 チウラム

20 シマジン

21 チオベンカルブ

22 ベンゼン

23 セレン

55 ダイオキシン類

99 （その他）

品目 コード 種類

00 （限定なし）

01 水銀

02 カドミウム

03 鉛

04 有機リン

05 6価クロム

06 砒素

07 シアン

08 PCB

09 トリクロロエチレン

10 テトラクロロエチレン

11 ジクロロメタン

12 四塩化炭素

13 1,2-ジクロロエタン

14 1,1-ジクロロエチレン

15 シス-1,2-ジクロロエチレン

16 1,1,1-トリクロロエタン

17 1,1,2-トリクロロエタン

18 1,3-ジクロロプロペン

19 チウラム

20 シマジン

21 チオベンカルブ

22 ベンゼン

23 セレン

55 ダイオキシン類

99 （その他）

特定有害廃アルカ
リ
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別表１　産業廃棄物品目コード一覧表

品目 コード 種類

00 （限定なし）

01 水銀

02 カドミウム

03 鉛

04 有機リン

05 6価クロム

06 砒素

07 シアン

08 PCB

09 トリクロロエチレン

10 テトラクロロエチレン

11 ジクロロメタン

12 四塩化炭素

13 1,2-ジクロロエタン

14 1,1-ジクロロエチレン

15 シス-1,2-ジクロロエチレン

16 1,1,1-トリクロロエタン

17 1,1,2-トリクロロエタン

18 1,3-ジクロロプロペン

19 チウラム

20 シマジン

21 チオベンカルブ

22 ベンゼン

23 セレン

55 ダイオキシン類

99 （その他）

令第2条第13号
有害廃棄物
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